
～乳児等通園支援事業（誰でも通園制度）～ 

民間事業者の認可等に伴う「意見聴取」 
 

１　乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2　乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を民間事業者が実施する場合について  

市以外の者が事業を実施する場合は、市の認可を受ける必要があり、認可にあたっては、

子ども・子育て会議にその意見を聴くこととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法 
第三十四条の十五　  
２　国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市長村長の認可を得て、家庭
的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 
４　市長村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置してい
る場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意
見を聴かなければならない。 
 
子ども・子育て支援法 
（特定乳児等通園支援事業者の確認）  
第五十四条の二　乳児等通園支援事業を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である
旨の市長村長の確認を受けることができる。 
２　前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園
支援事業所（略）ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市長
村長が行う。 
３　市長村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制
の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ど
も・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

資料３



３　実施施設について 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、市ホームページにより民間

事業者の募集を随時行っています。今回、１事業者から応募がありましたので、本会議

で説明させていただきます。 

 

⑴　写真 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵　事業概要 

　《施設情報》 

　　・施設名称：一時保育室 HOME ながくて 

　　・住所：愛知県長久手市下山 1101 番地 

・設置者：株式会社 NextDoor 

・区分：一般型乳児等支援事業所 

 

《実施方法》 

・受入年齢：0 歳 6 か月～満 3 歳未満 

・実施日時：月曜日～金曜日（土曜、日曜、祝日等は除く） 

午前 9 時 30 分から 14 時 30 分 

・利用料：子ども１時間あたり３００円（減免あり） 

・利用定員：６人（参考：　0 歳児　2 名、1 歳児　2 名、2 歳児　2 名） 

・受入開始予定日：令和 8 年 8 月 1 日 

 

《その他》 

　・認可外保育施設利用児と同一室内で実施 

・昼食　　　なし　　・　　あり（500 円/食） 

・おやつ　　なし　　・　　あり 

申請者提供写真


